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JASRACに著作権を預けている
のは？
JASRACに著作権を預けているのは、作詞者、

作曲者だけではありません。「音楽出版者」といっ
て、若手のアーティストや作詞者、作曲者から著作
権を譲り受けて、放送局やレコード会社に「この音
楽をどんどん利用してください」と売り込む活動
をする事業者がいます。この音楽出版者も、若手
アーティスト等から譲り受けた著作権を、
JASRACに預けることで、売り込み活動に専念す
ることができるわけです。
ほかにも、著作権を「承継」した作詞者、作曲者

の遺族も、JASRACに著作権を預けています。著
作権は、音楽などの作品を創った人が亡くなって
も、死後50年間は保護されますから、作詞者、作
曲者が亡くなった後は、家族など遺族が著作権を
承継したりします。

著作権とは？
著作権法が守っているのは大きく２つの権利に

分かれます。１つが著作権。もう１つは「著作隣接
権」です。「著作隣接権」は、音楽などの作品を一
般に広く伝える上で大きな役割を担う人たちを
守ってあげるために設けられた権利です。具体的
には、歌手や演奏家など「実演家」と呼ばれる人た
ちや、レコード会社、放送局です。
そのうち著作権は、大きく２つの権利に分かれ

ます。１つは“財産”としての著作権、もう１つは、作
品を創った人の“心”が傷つかないように、“人格
的な部分”を保護する「著作者人格権」という権利
があります（その権利は、“財産”としての著作権
を他人に譲った場合でも、その作品を創った本人
に残されます。著作者人格権は他人に譲れないの
です）。自分が創った作品が他の人の名前に置き
換えられて発表されたり、余り公にされたくない
作品を勝手に公表されたりすれば、傷つきますよ
ね。それはお金には換えられません。JASRACが
預かっているのは、お金に置き換えられる方の
“財産”としての著作権です（こちらの権利は他人
に譲ることができます）。

日本音楽著作権協会（カラオ
ケ）加入者が組合を脱会し
た場合は、必ず組合事務局へ
御一報下さい。

ゴキブリ・ネズミ駆除
定期管理

見積り無料 会員様特別価格、初回料金を半額にてご奉仕！！

半額
ダスキンターミニックス

096-282-2821
南熊本店

ダスキン ターミニックス南熊本店 検 索

店舗の大きさがわかれ
ば電話でおおよその料
金がわかります！！
※例えば15坪1ヶ月あたり
5,250円

天然温泉・
　　海魚料理

天草パール温泉

亀屋ホテル
KAMEYA-HOTEL HANA-TSUBAKI

〒８６９‐３６０３  熊本県上天草市大矢野町中４４６３‐２
天草パールライン２号橋際

TEL ０９６４‐５９‐０２１１㈹　FAX ０９６４‐５９‐０２１５
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● 「資金」は必要だが「保証人」や「担保」がどうも…
● 「売掛金」が増えて資金繰りに困っている。
● 「売上」が減少して資金繰りに困っている。
● 「低利の資金」が欲しい
● 「資金」は必要だが現在も借入があり
　 これ以上毎月の返済額が増えるのはどうも…
● 「所得税」「消費税」「帳簿記帳・申告」について

相 談 内 容 ・ 企 業 秘 密 は 守 り ま す
こんなことで困り・悩んだりしてませんか？！ 経営・融資・税務・・・経営全般のご相談

毎週　水曜日10：00～14：00
〈予約制ですので必ず日時をお電話ください〉

熊本県飲食業組合　相談室（電話 096－381－6131）
熊本県生活衛生営業指導センター　経営指導員

相談日

会　場
相談員
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「ＢＧＭ」も団体割引に
（一社）日本音楽著作権協会との協定により、
「BGM」も年間20%割引の対象となりました。
（カラオケは月間20%割引）
ご利用の方は届出をお願いします。
詳細は組合事務局へお問合せ下さい。

ティグレグループの
ワンストップサービスをご活用ください！

〒860-0806　熊本市中央区花畑町1-5 尚亜ビル8F
TEL：096-312-5075　FAX：096-312-5072
E-mail：kankou.masaki@tigrenet.ne.jp

一つの窓口で、さまざまな問題を解決します。

お客様のお悩み…

税務
相続

資金
調達 労 務リスク

対策
記帳
サポート

各種
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事業再生
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発 行 所
熊本県飲食業生活
衛 生 同 業 組 合
広 報 文 化 部

ＴＥＬ096㈹ 381 -6131381 -6139
ＦＡＸ　096 -384 -4207

〒８６２－０９５１
熊本市中央区上水前寺
２丁目１２番１号

熊本県飲食業生活衛生同業
組合賛助会員募集のご案内
熊本県飲食業生活衛生同業組合では、

飲食店営業の衛生施設改善向上・経営の
健全化、振興等により衛生水準の維持向
上と利用者又は消費者の利益擁護のた
め、自主的活動を促進すると共に過度な
競争等の場合、料金等の規制・営業の振
興計画推進等を講じ、公衆衛生の向上及
び増進・国民生活の安定に寄与するた
め、各種事業を展開しています。
当組合では、一人でも多くの消費者及

び企業の皆様に飲食業生活衛生同業組
合の活動を支え、参加していただくため
賛助会員を募っています。
皆様方のご理解、ご協力をお願いいた

します。

◎賛助会員（個人・法人） 年会費
10,000円

●特典として組合の各種行事へのご
案内及び組合広報誌掲載・組合員への紹
介等が受けられます。

只今の

平成30年 5月 10日（木）　平成30年 6月 11日（月）
平成30年 7月 10日（火）

※お問い合わせは　組合事務局　☎096‐381‐6131まで

0.30％～1.65%
（5年以内）（5年超はアップ）
振興事業貸付は随時受付中

1.11％（10年以内）

【生活衛生関係営業経営改善貸付審査日】

株式会社 日本政策金融公庫
※基準金利1.16～2.26%（5年以内）

株式会社 日本政策金融公庫

生活衛生関係営業経営改善貸付
只今の

振興事業貸付金利

組合員利用の際の設備資金

日本政策金融公庫
からのお知らせ
日本政策金融公庫
からのお知らせ

お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる
利率が適用されます。

賛助会員を
ご紹介下さい

事務局
TEL（096）381－6131まで

お申込み・お問い合わせは
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あなたの“未来”応援します。
　・ご入学前のまとまった
　費用の準備が可能
　・合格発表前でもお申込み可能
○融資限度額　お子様お1人につき350万円以内
○返済期間　15年以内
（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯年収
200万円（所得122万円）以内の方または子供3人
以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）
以内の方は18年以内）
○融資資金の使いみち　ご融資する資金は、受験
料・入学金・授業料などのほか、自宅外通学の場合
の住居費用などにも使うことができます。今後1年
間に必要となる費用がご融資の対象となります。
まずはお気軽にご相談下さい。
教育ローンコールセンターまたは最寄りの支店で
承っております。

日本公庫国民生活事業から
【国の教育ローンのご案内】

国の教育ローン 検索

・教育ローンコールセンター
　　０５７０-００８６５６
・熊本支店 ０９６-３５３-６１２１
・八代支店 ０９６５-３２-５１９５
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ホームページ（パソコン）からもお申込みできます。

新規加入組合員ご紹介
●30年2月加入

●30年3月加入

● 入院見舞金

● 弔慰金

2月支払

2月支払

3月支払

牧元　久幸　　（川　尻）
吉田　政美　　（三　角）
矢田　喜久代　（牛　深）
水田　鏡子　　（山鹿市飲食）
田中　一男　　（山鹿市飲食）
森　　繁博　　（牛　深）
佐々木己代士　（牛　深）

坂西　良司　　（玉名飲食）

組合活動報告 

「清潔」「迅速」「加熱」
「冷蔵・冷凍」を守って、
食中毒菌からお店を
守りましょう。

衛
生
管
理
の

心
が
け
を
！

食中毒の予防に
シーズンオフは
ありません

お店の電気代、

ぐぐっと
安くなる！！

地域
最安値

級

株式会社ネクシーズ
0120-945-709

平日10時～
18時  受付

組合員は「特別プラン」でご案内いたします！
どれだけ安くなるか、まずはお問い合わせください。

飲食組合員の皆様へ

電気量見直しでコスト削減！電気量見直しでコスト削減！
電力自由化で、電気は選んで買う時代！
私たちがおすすめするのは、
　　　　　　　　です！
全国生活衛生同業組合中央会より
生活衛生同業組合中央会は、今般の電気料金の見直し（割引）が、組合員は勿論、新たに組合に加入する方
や、組合組織にも大きな利益を与えると考えており、各組合連合会と協力し、皆様が利益を得られるよう、この
料金見直しを推薦しております。簡単な申込みによって、これまでの電気料金が概ね1割引（契約アンペア数、
電気の使用量等によって若干異なります）。また、解約自由で違約金や手数料等のデメリットもありません。中
央会は、組合員の皆様が早期に申込み、利益を受けていただきたいと考えています。

一般社団法人　全国生活衛生同業組合中央会
東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階

お問い合せ先 0800-300-0326
組合員ミツウロコでんき専門窓口 受付時間

9：00～19：00
（日・祝日を除く）

ミツウロコでんきミツウロコでんき

２月　９日　編集会議……………………………於：「飲食会館」
　　１９日　生活衛生改善貸付連絡協議会　
　　　　　　…………………於：「日本政策金融公庫熊本支店」
２０～２１日　牛深飲食業組合移動総会…於：「稲佐山観光ホテル」
　　２１日　山鹿市飲食店組合総会…………於：「富士ホテル」
　　２６日　高野勝年県理容組合理事長「藍綬褒章」受章祝賀会　
　　　　　 於：「ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ」
　　２６日　若手・後継者育成セミナー
　　　　　（県生活衛生営業指導センター主催）　　　　
　　　　　　………………………於：「ホテルメルパルク熊本」
３月１２日　県生活衛生営業指導センター平成２９年度第２回理事会
　　　　　　…………………於：「くまもと県民交流館パレア」
　　１３日　第２回 総務部会……………………於：「飲食会館」
　　２０日　全飲連平成２９年度第３回理事会　
　　　　　　……………………………於：「高崎ビューホテル」

2月

3月

横山　大輔　　居酒屋 山かつ   （玉名飲食）
冨安　弘明　　やきとり 孫八    （天草本渡）

鯖江　千恵　　酒肴 いとわ      （山鹿市飲食）
田上　知子　　スナック リアン（山鹿市飲食）
柿内　大樹　　スナック ランデブー
　　　　　　　　                   （山鹿市飲食）
小林　ひかり　   ジュダン           （城下まち）

平成30年度 熊本県調理師試験実施要領
◎試験期日／平成 30年 8月末頃
　※詳細につきましては、最寄りの保健所へ
　　お尋ねください。

互助会
　　　だより
互助会
　　　だより

組合員の加入促進に
ご協力をお願いします。
組合員の加入促進に
ご協力をお願いします。

平成30年５月23日（水）
「熊本ホテルキャッスル」
    熊本市中央区城東町4-2
TEL（096）326‐3311
12：00～　　　　　　
13：00～14：00
14：15～15：45
16：00～18：00
※一般組合員で参加御希望の方は、
   支部長又は組合長へお申し出ください。

と　　き
と こ ろ

受　　付
市総代会
県総代会
懇 親 会

熊本県飲食業生活衛生同業組合
平成30年度 通常総代会（熊本市組合と合同開催）

第１号議案　　平成29年度事業報告・決算の承認並びに監査報告の件
第２号議案　　平成29年度剰余金処分案の承認を求める件
第３号議案　　平成30年度事業計画及び収支予算設定の承認を求める件
第４号議案　　運営資金借入の承認を求める件
第５号議案　　規約改正の承認を求める件
第６号議案　　任期満了に伴う役員（理事・監事）改選の件
第７号議案　　その他

議案審議

100平方メートル以下の既存飲食店
「喫煙可」 店頭表示を!!
100平方メートル以下の既存飲食店
「喫煙可」 店頭表示を!!

厚労省が２０２０年東京五輪・パ
ラリンピック前に全面施行を目
指し受動喫煙対策を強化する健
康増進法改正案を３月９日閣議
決定し今国会に提出されます。

◇ 飲食店で喫煙できる例
　　◎ 新しく出来る店と、大手チェーン店など経営規模の大きな店
　　　　「喫煙専用室を設置」
　　　　「加熱式たばこ用喫煙室を設置」
　　◎ 客席１００平方メートル以下の小規模既存店
　　　　「喫煙可能なことを店頭表示」
◇ 受動喫煙対策を強化する法案のポイント
　   ◎ 飲食店・職場・ホテルの建物内は原則禁煙
　   ◎ 客席面積１００平方メートル以下で資本金５０００万円以下の
　　 　既存飲食店は例外的に喫煙できる。
　　◎ 加熱式たばこも規制の対象
　　◎ 病院・学校・行政機関は原則敷地内禁煙
　　◎ 施設管理者が違反した場合は、最大５０万円の過料 とされています。

大
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な
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容
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当
店
は喫煙

出
来
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す
。


